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                 アルゼンチンの経済破綻と民営化企業問題                                                

                                                                                                         

                                                    主任研究員 北島 啓治             
 

 アルゼンチンのデフォルトによる経済破綻のしわ寄せは国内外の利害関係者に及ん

でいる。 75%の債務削減(実質的には 90%以上)を求められている外国の債権者(特に民

間のアルゼンチン国債保有者)ばかりでなく、民営化企業を経営する外資も苦境に立た

されている。 
 
 1990 年代前半に民営化政策の下で国営企業の売却と清算、およびいわゆる PFI 方式

であるコンセッション(民間への事業委託)がおこなわれた。売却対象は港湾、航空、電

力、銀行、放送、海運、郵便、通信、石油、石化、造船、鉄鋼など、またコンセッショ

ン対象は空港、鉄道、上下水道、道路など、と広範囲に及んだ。売却やコンセッション

により事業を運営する民営化企業の大半は入札を通じ外資の傘下に置かれている。 
 
 民営化企業とアルゼンチン政府との契約において料金のドル建てや料金調整の条件

が約束されていたにもかかわらず、アルゼンチン政府が今回の経済破綻後にドル建て料

金のペソ建への変更および料金値上げの不許可という措置を強行したため、ペソの大幅

切り下げなどで損害を被った民営化企業の中には本国政府(スペイン、フランスなど)も
巻き込んで事態の改善を要求するとともに、訴訟(27 社がすでに訴訟を起こしており、

さらに 30 社が訴訟を予定しているといわれている)、投資計画の不履行、サービスの停

止に訴えるものが現れた。これに対し、アルゼンチン政府は IMF や世銀の指導もあり、

電気とガスの料金を一部(大企業向けのみ)引き上げるという若干の譲歩も示したもの

の、基本的に対決姿勢を鮮明にしている。 
 
 すなわち、アルゼンチン政府は民営化とコンセッションに係るすべての既存契約を見

直し、再交渉をおこなう方針をとっている。この方針については、国会は 2003 年 10 月

2 日に契約再交渉の強大な権限を政府に付与する法律((1)契約再交渉担当機関の設置、

(2)民営化企業との関係を規制する新たな法的基準を設定する、など)を成立させ、サポ

ートしている。他方、アルゼンチン政府はコンセッション契約のうち、郵便と通信監視

の両契約については契約不履行(使用料の未払い)を理由にすでに破棄(郵便については

再入札をおこなう)し、この他にも契約不履行(投資計画の不履行、サービス停止など)
に対しては契約破棄を臭わせている。 
 
 再交渉の行方は訴訟の行方(訴訟が続いている間、再交渉できるのかという問題があ
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る)も含め不透明であるが、再交渉における検討事項については、(1)あらたな料金の設

定：社会的弱者に対する社会的料金(電気、ガス、郵便、水道)を設定すること、決めら

れた質のサービスの持続とも両立する可能な限り安い料金を保証すること、料金を現地

通貨建てとすること、(2)投資計画の見直し、などが考えられている。 
 
 再交渉は上記の利害関係者(民営化企業/本国政府、アルゼンチン政府/国会、IMF/世銀)
間の妥協という複雑でかつ長期のプロセスを経ることが予想される(国会は再交渉期限

を 2004 年末としている)。 
 
 再交渉の結果あらたに設定される民営化の枠組み(規制枠組みを含む)は外資に対し

十分な収益性を保証し、アルゼンチン国民にとっても十分なベネフィットをもたらすも

のになるのか。アルゼンチンの民営化は途上国の民営化のあり方を考えるうえで、貴重

な教訓をもたらそう。 
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